
                                             令和８年４月６日 

 

      お 知 ら せ 
 
 

 

 

岡山県障害者施策推進審議会委員及び岡山県障害者差別解消支援 

地域協議会委員（兼務）を募集します 

 

県では、障害者基本法第３６条第１項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律第１７条第１項に基づき、岡山県障害者施策推進審議会及び岡山県障害者差別解

消支援地域協議会を設置しています。 

この度、現在の委員の任期が令和８年５月３１日をもって満了することに伴い、委員

の一部を公募により募集しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 応募資格 

次の条件を全て満たしている方 

① 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っていること 

② 岡山県内に住所があり、令和８年６月１日現在で１８歳以上であること 

③ 平日昼間に岡山市内で年１回から３回程度開催される会議に出席できること 

④ 国・県・市町村議会の議員及び常勤の公務員でないこと 

 

２ 公募する委員の数 

２名以内 

 

３ 委員の任期 

令和８年６月１日～令和１０年５月３１日（２年） 

 

４ 応募方法等 

別添の応募要領をご覧ください。 
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